
 

1 

 

 



 

2
 

 

新
潟
県
条
例
第
1
5
号
 

新
潟
県
議
会
議
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

 

新
潟
県
議
会
議
員
給
与
条
例
（
昭
和
2
5
年
新
潟
県
条

例
第

２
号
）

の
一

部
を

次
の

表
の

よ
う

に
改

正
す

る
。
 

（
下
線
及
び
太
枠
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
正

後
 

改
正

前
 

目
次
 

第
１
章
・
第
２
章
 

（
略
）
 

第
３
章
 
費
用
弁
償
（
第
７
条
－
第
９
条
）
 

附
則
 

 

第
７
条

 
議
員

が
公
務
の

た
め

に
出
張
し

た
と

き
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
議

員
の

区
分

に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
費
用
を
弁
償
す
る
。

 

目
次

 

第
１

章
・

第
２
章

 
（

略
）
 

第
３

章
 
費

用
弁

償
（

第
７
条
－
第
1
0
条
）
 

附
則

 

 

第
７

条
 
議

員
が

公
務

の
た
め
に
出
張
し
た
と
き
は
、
順
路
に
よ
り
次
の
費
用
を
弁
償
す
る
。
 

 

 
区

分
 

車
 
 
賃
 

鉄 道 賃
 

船 賃
 

航 空 賃
 

出
張

雑
費

（
１

日
に

つ
き
）
 

宿
泊

料

（
１

夜
に

つ
き
）
 

食
事

料

（
１

夜
に

つ
き
）
 

公
共

交
通

機
関

 

自
家

用
車

 

県
内
 

県
外
 

議
長

 
旅

客

運
賃

 

１
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

2
2
円
 

旅 客 運 賃
 

上 級 の 運 賃
 

現 に 支 払 つ た 旅 客 運 賃
 

8
2
5
円
 

1
,
6
5
0
円
 

1
6
,
5
0
0
円
 

3
,
3
0
0
円
 

議
員

 
旅

客

運
賃

 

１
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

旅 客 運 賃
 

上 級 の 運 賃
 

現 に 支 払 つ

8
2
5
円
 

1
,
6
5
0
円
 

1
4
,
8
0
0
円
 

3
,
3
0
0
円
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2
2
円
 

た 旅 客 運 賃
 

(
1
)
 
議
長
 

別
表
第
１

の
左
欄

に
掲
げ

る
職
員

の
旅

費
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

3
0
年

新
潟

県

条
例
第
5
8
号
。
以
下
「
旅
費
条
例
」
と
い
う
｡
)
の

規
定

中
同

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

字
句

を
、

そ
れ
ぞ

れ
同
表

の
右
欄

に
掲
げ

る
字
句

に
読
み

替
え

て
、

旅
費

条
例

を
適

用
し

た
場

合
に

職
員
に
支
給
さ
れ
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
 

(
2
)
 
議
長
以

外
の
者
 

別
表
第

２
の
左

欄
に
掲

げ
る

旅
費

条
例

の
規

定
中

同
表

の
中

欄
に

掲

げ
る
字

句
を
、

そ
れ
ぞ

れ
同
表

の
右
欄

に
掲
げ

る
字

句
に

読
み

替
え

て
、

旅
費

条
例

を
適

用
し
た
場
合
に
職
員
に
支
給
さ
れ
る
旅
費
の
額
に

相
当

す
る

額
 

                第
９
条

 
費
用

弁
償
の
支

給
方

法
に
つ
い

て
は

、
こ

の
条

例
で

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
県

職
員

に
対
す
る
支
給
の
例
に
よ
る
。
 

 別
表
第
１

（
第
７
条
関
係
）
 

       ２
 
前

項
に

定
め

る
車

賃
、
鉄
道
賃
及
び
船
賃
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
定
め
る
運
賃
等
の
ほ
か
、

職
員

の
旅

費
に

関
す

る
条
例
（

昭
和
3
0
年
新
潟

県
条
例

第
5
8
号

）
第
1
5
条
、
第

1
6
条
及

び
第

1
8
条

の
規

定
を

準
用

す
る
。
こ

の
場
合

に
お
い

て
、
同

条
例
第

1
5
条
第

３
項
中

「
公
務

上
の

必
要

に
よ

り
特

別
車

両
料
金
」

と
あ
る

の
は
「

特
別
車

両
料
金

」
と
、

同
条
例

第
1
6
条

第
１

項
第

４
号

中
「

公
務

上
の
必
要

に
よ
り

第
２
号

」
と
あ

る
の
は

「
第
２

号
」
と

、
そ
れ

ぞ
れ

読
み

替
え

る
も
の

と
す

る
。
 

３
 
第

１
項

に
定

め
る

出
張
雑

費
に
つ
い

て
は

、
職
員
の

旅
費

に
関
す
る

条
例

第
1
9
条
第

１
項

た
だ

し
書

及
び
第

２
項

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
旅
行
雑
費
」

と
あ

る
の

は
「

出
張

雑
費
」
と

、
同
条

第
１
項

た
だ
し

書
中
「

第
１
号

又
は
第

３
号
に

規
定

す
る

額
に

、
第

１
号

の
旅
行
を

す
る
場

合
に
あ

つ
て
は

同
号
に

規
定
す

る
額
を

、
第
３

号
の

旅
行

を
す

る
場

合
に

あ
つ
て
は

同
号
に

規
定
す

る
額
を

、
そ
れ

ぞ
れ
」
と

あ
る

の
は
､
｢
新

潟

県
議

会
議

員
給

与
条

例
（
昭
和

2
5
年
新

潟
県
条

例
第
２

号
）
第

７
条
第

１
項
に

定
め
る

県
内

又
は

県
外

の
出
張

雑
費

の
額
に
当
該
出
張
雑
費
の
額
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 第
９

条
 
議

員
が

、
公

務
の
た
め
外
国
へ
出
張
し
た
と
き
は
、
費
用
を
弁
償
す
る
。
 

 第
1
0
条

 
費

用
弁

償
の

支
給
方

法
に
つ
い

て
は

、
こ
の
条

例
で

定
め
る
も

の
の

ほ
か
、
県

職
員

に
対

す
る

支
給
の

例
に

よ
る
。
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読
み
替
え
ら
れ
る
旅
費
条

例
の
規
定
 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句
 

読
み

替
え

る
字
句

 

第
９
条
第
２
項
 

内
国

旅
行

の
場

合
で

あ
つ

て
運

賃
の

等
級

が
区

分
さ

れ
た

鉄
道

に
よ

り
移

動
す

る
と

き
は

最
下

級
、

外
国

旅
行

の
場

合
で

あ
つ

て
運

賃
の

等
級

が
区

分
さ

れ
た

鉄
道

に
よ

り
移

動
す

る
と

き
は

最
上

級
（

等
級

が
３

以
上

に
区

分
さ

れ
た

鉄
道

に
よ

り
移

動
す

る
場

合
に

は
、

最
上

級
の

直
近

下
位

の
級
）
 

最
上

級
 

第
1
0
条
第
２
項
 

内
国

旅
行

の
場

合
で

あ
つ

て
運

賃
の

等
級

が
区

分
さ

れ
た

船
舶

に
よ

り
移

動
す

る
と

き
は

最
下

級
、

外
国

旅
行

の
場

合
で

あ
つ

て
運

賃
の

等
級

が
区

分
さ

れ
た

船
舶

に
よ

り
移

動
す

る
と

き
は

最
上

級
（

等
級

が
３

以
上

に
区

分
さ

れ
た

船
舶

に
よ

り
移

動
す

る
場

合
に

は
、

最
上

級
の

直
近

下
位

の
級
）
 

最
上

級
 

第
1
1
条
第
２
項
 

運
賃

の
等

級
が

区
分

さ
れ

た
航

空
機

に
よ

り
移

動
す

る
場

合
に

は
、

最
下

級
の

運
賃

の
額

と
す

る
。

た
だ

し
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

は
、

当
該

各
号

に
定

最
上

級
の

運
賃

の
額

と
す

る
。
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め
る
額
と
す
る
。

 

(
1
)
 
外

国
旅

行
の

場
合

で

あ
つ

て
、

長
時

間
に

わ

た
る

移
動

と
し

て
人

事

委
員

会
規

則
で

定
め

る

も
の

（
次

号
に

お
い

て

「
特

定
航

空
移

動
」

と

い
う
｡
)
を
す
る
と
き（

同

号
に

掲
げ

る
場

合
を

除

く
｡
)
 

最
上

級
の

運
賃

の
額
 

(
2
)
 
外

国
旅

行
の

場
合

で

あ
つ

て
、

運
賃

の
等

級

が
３

以
上

に
区

分
さ

れ

た
航

空
機

に
よ

り
特

定

航
空
移
動
を
す
る

と
き

 

 
最

上
級

の
直

近
下

位

の
級
の
運
賃
の
額

 

第
1
3
条
 

地
域

の
実

情
を

勘
案

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
額
 

内
国

旅
行

の
場

合
に

お
い

て

は
、

特
別

職
の

職
員

の
給

与

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
2
7
年

新
潟

県
条

例
第

3
0
号

）
第

５

条
第

１
項

第
１

号
の

規
定

に

基
づ

き
、

知
事

に
支

給
さ

れ

る
宿

泊
費

の
額

に
相

当
す

る

額
と

し
、

外
国

旅
行

の
場

合

に
お

い
て

は
、

同
項

第
２

号

の
規

定
に

基
づ

き
、

副
知

事

に
支

給
さ

れ
る

宿
泊

費
の

額

に
相

当
す

る
額

 

 別
表
第
２

（
第
７
条
関
係
）
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読
み
替
え
ら
れ
る
旅
費
条
例

の
規
定
 

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句

 
読

み
替

え
る

字
句

 

第
９
条
第
２
項
 

内
国

旅
行

の
場

合
で

あ
つ

て
運

賃
の

等
級

が
区

分
さ

れ
た

鉄
道

に
よ

り
移

動
す

る
と

き
は

最
下

級
、

外
国

旅
行

の
場

合
で

あ
つ

て
運

賃
の

等
級

が
区

分
さ

れ
た

鉄
道

に
よ

り
移

動
す

る
と

き
は

最
上

級
（

等
級

が
３

以
上

に
区

分
さ

れ
た

鉄
道

に
よ

り
移

動
す

る
場

合
に

は
、

最
上

級
の

直
近

下
位

の
級
）
 

最
上

級
 

第
1
0
条
第
２
項
 

内
国

旅
行

の
場

合
で

あ
つ

て
運

賃
の

等
級

が
区

分
さ

れ
た

船
舶

に
よ

り
移

動
す

る
と

き
は

最
下

級
、

外
国

旅
行

の
場

合
で

あ
つ

て
運

賃
の

等
級

が
区

分
さ

れ
た

船
舶

に
よ

り
移

動
す

る
と

き
は

最
上

級
（

等
級

が
３

以
上

に
区

分
さ

れ
た

船
舶

に
よ

り
移

動
す

る
場

合
に

は
、

最
上

級
の

直
近

下
位

の
級
）
 

最
上

級
 

第
1
1
条
第
２
項
 

運
賃

の
等

級
が

区
分

さ
れ

た
航

空
機

に
よ

り
移

動
す

る
場

合
に

は
、

最
下

級
の

運
賃

の
額

と
す

る
。

た
だ

し
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

は
、

当
該

各
号

に
定

最
上

級
の

運
賃

の
額

と
す

る
。

 



 

7
 

 

め
る
額
と
す
る
。

 

(
1
)
 
外

国
旅

行
の

場
合

で

あ
つ

て
、

長
時

間
に

わ

た
る

移
動

と
し

て
人

事

委
員

会
規

則
で

定
め

る

も
の

（
次

号
に

お
い

て

「
特

定
航

空
移

動
」

と

い
う
｡
)
を
す
る
と
き（

同

号
に

掲
げ

る
場

合
を

除

く
｡
)
 

最
上

級
の

運
賃

の
額
 

(
2
)
 
外

国
旅

行
の

場
合

で

あ
つ

て
、

運
賃

の
等

級

が
３

以
上

に
区

分
さ

れ

た
航

空
機

に
よ

り
特

定

航
空
移
動
を
す
る

と
き

 

 
最

上
級

の
直

近
下

位

の
級
の
運
賃
の
額

 

第
1
3
条
 

地
域

の
実

情
を

勘
案

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
額
 

特
別

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

2
7
年

新

潟
県

条
例

第
3
0号

）
第

５
条

第
１

項
第

２
号

の
規

定
に

基
づ

き
、
副

知
事

に
支

給
さ

れ
る

宿
泊

費
の

額
に

相
当

す
る

額
 

 
 

 
附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ

の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る

。
 

（
経
過
措
置
）
 

２
 
改

正
後
の
第
７
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
出
発

す
る
出

張
か

ら
適

用
し

、
施

行
日

前
に

出
発

し
た

出
張

に
つ

い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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